
茨城県取手市高齢福祉課
係 長 寺 崎 邦 秀

茨城県取手市における
消費者安全確保地域協議会設置について

令和２年度高齢消費者・障がい消費者見守
り ネ ッ ト ワ ー ク 連 絡 協 議 会 資料
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１．消費者安全確保地域協議会設立の経緯
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きっかけは、成年後見制度利用促進法です

（１）中核機関（家庭裁判所等との連絡調整）の設置
（２）成年後見制度利用促進基本計画の策定

司法・福祉関係者による権利擁護支援ネットワークの充実
見守り支援のさらなる充実が期待される

主なメリット

成年後見制度利用促進審議会条例の制定

厚
労
省

取
手
市

促進法第１４条により求められる対応



本市における権利擁護支援の特徴
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顔の見える関係作りを構築し、事前に個別具体的に受任調整を行うため裁判所の決定もかなり早い
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Ｈ２８年度開始



県内初「取手市成年後見制度利用促進審議会条例」制定

主な背景等
〇 中核機関の設置にあたり、法的及び財源の根拠の必要性
⇒特に財政部局に対しての予算要求を行う根拠となる
○ 基本計画を策定していく中で、中核機関のあり方や協議会等の
あり方を検討してくことの必要性
⇒関係機関や市民等に対する説明責任

【県内初】平成３０年１２月議会において、条例制定
※平成３１年４月施行

主となるのは高齢福祉
課ですが、障害福祉課と
協力して対応しています
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「取手市成年後見制度利用促進審議会」委員

No 団体 職種

１ 司法関係 弁護士、司法書士、行政書士

２ 医療・福祉関係
医療機関相談員、地域包括支援センター、介護支援専門員、
介護老人福祉施設、精神保健福祉士・社会福祉士

３ 市民団体 NPO法人とりで市民後見の会

４ 行政関係 成年後見サポートセンター、消費生活センター

合計 １５名
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効果的な取組を進めるうえでの本市の特徴

主な特徴
〇 成年後見制度利用促進審議会のメンバーに消費生活センター長を入れている

元々、個別ケース会議等を通じて関わりがあり、消費生活センターと連携出来ていた

成年後見制度利用促進審議会において、令和２年度から成年後見制度利用促進にかかる協
議会と消費者安全確保地域協議会を兼ねて組織化していくこととした

令和元年６月に厚労省社会援護局から「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」の通知

高齢者との関わりも多いことから、消費生活センター長を審議会メンバーに加えた
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厚労省

審議会開催前に、事務局内で手引きを勘案し、兼ねること
を検討しました



２．消費者安全確保地域協議会に期待する役割
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消費者安全確保地域協議会（成年後見制度協議会）構成メンバー

N
o

団体 職種 期待する役割

１ 司法関係 弁護士、司法書士、行政書士
○ 消費者被害に対する法的アドバイス
○ 後見人としての主に財産管理

２
医療・福祉関
係

医療機関相談員、地域包括支援センター、介護
支援専門員、介護老人福祉施設、グループホー
ム、住宅型有料老人ホーム、障害相談支援事業
所、精神保健福祉士、社会福祉士、成年後見サ
ポートセンター

○ 本人、家族、地域住民等からの情報提供が
あった場合の最初の相談窓口となり、関係機関
と連携した支援

３ 市民団体 NPO法人とりで市民後見の会
○ 必要に応じた見守り支援
○ 後見人としての主に身上監護

４ その他
地元警察署、地元金融機関（１銀行）、水戸家裁
（※オブザーバー参加）

○ 警察署には、医療・福祉関係者からの情報
提供に応じた支援
○ 金融機関には、消費者被害等の情報提供

事務局
市（高齢福祉課・障害福祉課・消費生活セン
ター）

各種情報の取りまとめ役 9



消費者安全確保地域協議会における今後のイメージ【令和３年度以降】

中核機関

（行政及び成年後見サポートセンター）

社会福祉士・精神保健福祉士

医療・福祉関係者

弁護士・司法書士・行政書士

水戸家庭裁判所
※オブザーバー

警察署NPO法人とりで市民後見の会

金融機関

10

国（消費者庁）から地
方公共団体へ

（第１項）

見守りネットワーク

見守りリストの作成

消費者安全確保

地域協議会事務局

（消費生活センター）

地方公共団体から他
の地方公共団体へ

（第２項）

国民生活センターから
地方公共団体へ

（第３項） ②情報提供

消費者安全法
第１１条の２

①提供依頼
介護保険台帳

療育・精神台帳

③突合

情報管理課と協議
情報管理課と協議

見守りリストの活用
活用方法は、協議会で

検討する



消費者庁等からの情報提供に向けた今後のスケジュール

会議名称 2020年度 2021年度～

成年後見制度利用促進審議会

成年後見制度利用促進連携協議会
及び消費者安全確保地域協議会

情報管理課
（個人情報取扱い所管課）

第１回
（Ｒ２．１０月）

左記の協議会で議論

・
主
な
論
点
に
つ
い
て
議
論

11月 1月
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本
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整
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・

と
り
ま
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3月
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合せ

個人情報審
議会（必要に

応じて） 11

第２回
（時期未定）

・
論
点
に
つ
い
て
更
な
る
検
討

運用開始



３．消費者被害から成年後見制度に繋いだ例
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競馬商法による被害から成年後見制度につないだ実例
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